
総社市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和３年３月１９日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１１号 

 

総社市営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 総社市営住宅管理条例施行規則（平成１７年総社市規則第１５４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号

及び様式の表示を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在

しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式（以下「移動様式」という。）に対応する同表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式

（以下「移動後様式」という。）が存在する場合には，当該移動様式を当該移動後様式とし，移動様式に対応する移動後様式が存在しない場合には，当該移

動様式を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（入居者選考委員会） 

第２条 条例第８条第５項に規定する入居者選考委員会（以下「委員会」と

いう。）の委員は，９人以内とし，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，

又は任命する。 

(１)及び(２) 略 

(３) 市職員 

(４) その他市長が必要と認める者 

２～６ 略 

（入居の申込み等） 

第３条 条例第７条第１項の規定により入居の申込みをしようとする者は，

次に掲げる書類を添付して，市営住宅入居申込書を市長に提出しなければ

ならない。 

(１)～(３) 略 

 

（入居者選考委員会） 

第２条 条例第８条第５項に規定する入居者選考委員会（以下「委員会」と

いう。）の委員は，９人以内とし，次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(１)及び(２) 略 

 

 

２～６ 略 

（入居の申込み等） 

第３条 条例第７条第１項の規定により入居の申込みをしようとする者は，

次に掲げる書類を添付して，市営住宅入居申込書（様式第１号）を市長に

提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 



改 正 後 改 正 前 

２ 市長は，条例第７条第２項の規定による入居決定者に対する通知は，市

営住宅入居決定通知書（様式第１号）により行うものとする。 

（優先入居の要件等） 

第４条 略 

２ 条例第８条第６項の規定による優先入居の選考を受けようとする者は，

市営住宅優先入居申込書を市長に提出しなければならない。 

 

（連帯保証人の変更等） 

第６条 入居者は，連帯保証人が死亡，転出，保証能力の減少，喪失その他

の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合又は連帯保証人を変更しよう

とする場合は，市営住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（同居の承認申請） 

第７条 条例第１１条の規定により市長の承認を受けようとする者は，市営

住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。 

（入居者・同居者異動届） 

第８条 入居者が氏名を変更したとき，又は同居者に出生，死亡，転出その

他これに準ずる異動があったときは，速やかに，市営住宅入居者・同居者

異動届を市長に提出しなければならない。 

（入居の承認の申請） 

第９条 条例第１２条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者

は，市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

 

（収入申告等） 

第１１条 条例第１４条の規定による収入に関する申告は，収入申告書に前

年中の収入状況を証明する書類を添付してしなければならない。 

 

２ 市長は，条例第１４条第３項の規定により入居者に通知するときは，収

入認定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

３ 条例第１４条第４項の規定による意見を述べようとする者は，同条第３

項の規定による通知を受けた日から１月以内に，市営住宅収入認定更正申

出書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

２ 市長は，条例第７条第２項の規定による入居決定者に対する通知は，市

営住宅入居決定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

（優先入居の要件等） 

第４条 略 

２ 条例第８条第６項の規定による優先入居の選考を受けようとする者は，

市営住宅優先入居申込書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（連帯保証人の変更等） 

第６条 入居者は，連帯保証人が死亡，転出，保証能力の減少，喪失その他

の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合又は連帯保証人を変更しよう

とする場合は，市営住宅連帯保証人変更承認申請書（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

（同居の承認申請） 

第７条 条例第１１条の規定により市長の承認を受けようとする者は，市営

住宅同居承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（入居者・同居者異動届） 

第８条 入居者が氏名を変更したとき，又は同居者に出生，死亡，転出その

他これに準ずる異動があったときは，速やかに，市営住宅入居者・同居者

異動届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（入居の承認の申請） 

第９条 条例第１２条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者

は，市営住宅入居承継承認申請書（様式第８号）を市長に提出しなければ

ならない。 

 

（収入申告等） 

第１１条 条例第１４条の規定による収入に関する申告は，収入申告書（様

式第９号）に前年中の収入状況を証明する書類を添付してしなければなら

ない。 

２ 市長は，条例第１４条第３項の規定により入居者に通知するときは，収

入認定通知書（様式第１０号）により行うものとする。 

３ 条例第１４条第４項の規定による意見を述べようとする者は，同条第３

項の規定による通知を受けた日から１月以内に，市営住宅収入認定更正申

出書（様式第１１号）にその理由を証明する書類を添付して市長に提出し



改 正 後 改 正 前 

い。 

（家賃等の減免又は徴収猶予の申請） 

第１２条 条例第１５条，第１７条第２項，第２９条第３項又は第３１条第

３項において準用する第１５条の規定により家賃，敷金の減免若しくは徴

収の猶予を受けようとする者は，市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書

に，減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して申

請しなければならない。 

（敷金返還請求） 

第１３条 条例第１７条第３項の規定による敷金の還付を受けようとする

者は，市営住宅敷金返還請求書を市長に提出しなければならない。 

 

（入居者の報告義務） 

第１４条 入居者は，当該市営住宅又は共同施設を滅失し，又は損傷したと

きは，市営住宅滅失（損傷）届により市長に報告しなければならない。 

 

（長期不使用届） 

第１５条 条例第２３条の規定による届出は，市営住宅不使用届によりしな

ければならない。 

（一部用途変更の承認申請） 

第１６条 条例第２５条ただし書の規定による承認を受けようとする者は，

市営住宅一部用途変更承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

（増築等の承認申請） 

第１７条 条例第２６条第１項ただし書の規定による承認を受けようとす

る者は，市営住宅増築等承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

（収入超過者又は高額所得者の認定等） 

第１８条 市長は，条例第２７条第１項の規定により入居者に通知するとき

は，収入超過者認定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

２ 市長は，条例第２７条第２項の規定により入居者に通知するときは，高

額所得者認定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

３ 条例第２７条第３項の規定により意見を述べようとする者は，同条第１

項又は第２項の通知を受けた日から１月以内に，収入基準超過認定等更正

なければならない。 

（家賃等の減免又は徴収猶予の申請） 

第１２条 条例第１５条，第１７条第２項，第２９条第３項又は第３１条第

３項において準用する第１５条の規定により家賃，敷金の減免若しくは徴

収の猶予を受けようとする者は，市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書

（様式第１２号）に，減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する

書類を添付して申請しなければならない。 

（敷金返還請求） 

第１３条 条例第１７条第３項の規定による敷金の還付を受けようとする

者は，市営住宅敷金返還請求書（様式第１３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（入居者の報告義務） 

第１４条 入居者は，当該市営住宅又は共同施設を滅失し，又は損傷したと

きは，市営住宅滅失（損傷）届（様式第１４号）により市長に報告しなけ

ればならない。 

（長期不使用届） 

第１５条 条例第２３条の規定による届出は，市営住宅不使用届（様式第１

５号）によりしなければならない。 

（一部用途変更の承認申請） 

第１６条 条例第２５条ただし書の規定による承認を受けようとする者は，

市営住宅一部用途変更承認申請書（様式第１６号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（増築等の承認申請） 

第１７条 条例第２６条第１項ただし書の規定による承認を受けようとす

る者は，市営住宅増築等承認申請書（様式第１７号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（収入超過者又は高額所得者の認定等） 

第１８条 市長は，条例第２７条第１項の規定により入居者に通知するとき

は，収入超過者認定通知書（様式第１８号）により行うものとする。 

２ 市長は，条例第２７条第２項の規定により入居者に通知するときは，高

額所得者認定通知書（様式第１８号の２）により行うものとする。 

３ 条例第２７条第３項の規定により意見を述べようとする者は，同条第１

項又は第２項の通知を受けた日から１月以内に，収入基準超過認定等更正



改 正 後 改 正 前 

申出書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（明渡し期限延長の申請） 

第１９条 条例第３０条第４項の規定により明渡しの期限延長を申請しよ

うとする者は，市営住宅明渡期限延長承認申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

（住宅あっせんの申出） 

第２０条 条例第３２条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする

者は，住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。 

 

（市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居の申出） 

第２１条 条例第３６条の規定により新たに建設される市営住宅への入居

の申出をしようとする者は，市営新建設住宅入居申出書を市長に提出しな

ければならない。 

（明渡しの届出） 

第２２条 条例第３９条第１項の規定による市営住宅の明渡しの届出は，市

営住宅明渡届によりしなければならない。 

（社会福祉法人等の使用の申請等） 

第２３条 条例第４２条第１項の規定により市長の許可を受けようとする

者は，市営住宅使用許可申請書を市長に提出しなければならない。 

 

２ 条例第４６条の規定により市長の変更許可を受けようとする者は，市営

住宅使用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。 

 

 

（身分を示す証票） 

第２５条 条例第４９条第３項に規定する身分を示す証票は，市営住宅立入

検査証（様式第５号）とする。 

 

 

 

様式第１号（第３条関係） 

（別紙のとおり） 

申出書（様式第１９号）にその理由を証明する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

（明渡し期限延長の申請） 

第１９条 条例第３０条第４項の規定により明渡しの期限延長を申請しよ

うとする者は，市営住宅明渡期限延長承認申請書（様式第２０号）を市長

に提出しなければならない。 

（住宅あっせんの申出） 

第２０条 条例第３２条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする

者は，住宅あっせん申出書（様式第２１号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居の申出） 

第２１条 条例第３６条の規定により新たに建設される市営住宅への入居

の申出をしようとする者は，市営新建設住宅入居申出書（様式第２２号）

を市長に提出しなければならない。 

（明渡しの届出） 

第２２条 条例第３９条第１項の規定による市営住宅の明渡しの届出は，市

営住宅明渡届（様式第２３号）によりしなければならない。 

（社会福祉法人等の使用の申請等） 

第２３条 条例第４２条第１項の規定により市長の許可を受けようとする

者は，市営住宅使用許可申請書（様式第２４号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 条例第４６条の規定により市長の変更許可を受けようとする者は，市営

住宅使用変更許可申請書（様式第２５号）を市長に提出しなければならな

い。 

 

（身分を示す証票） 

第２５条 条例第４９条第３項に規定する身分を示す証票は，市営住宅立入

検査証（様式第２６号）とする。 

 

様式第１号（第３条関係） 略 

 

様式第２号（第３条関係） 略 
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様式第２号（第１１条関係） 

（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第１８条関係） 

 

様式第３号（第４条関係） 略 

 

様式第４号 削除 

 

様式第５号（第６条関係） 略 

 

様式第６号（第７条関係） 略 

 

様式第７号（第８条関係） 略 

 

様式第８号（第９条関係） 略 

 

様式第９号（第１１条関係） 略 

 

様式第１０号（第１１条関係） 略 

 

 

様式第１１号（第１１条関係） 略 

 

様式第１２号（第１２条関係） 略 

 

様式第１３号（第１３条関係） 略 

 

様式第１４号（第１４条関係） 略 

 

様式第１５号（第１５条関係） 略 

 

様式第１６号（第１６条関係） 略 

 

様式第１７号（第１７条関係） 略 

 

様式第１８号（第１８条関係） 略 
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（別紙のとおり） 

 

様式第４号（第１８条関係） 

（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第２５条関係） 

 （別紙のとおり） 

 

 

 

様式第１８号の２（第１８条関係） 略 

 

 

様式第１９号（第１８条関係） 略 

 

様式第２０号（第１９条関係） 略 

 

様式第２１号（第２０条関係） 略 

 

様式第２２号（第２１条関係） 略 

 

様式第２３号（第２２条関係） 略 

 

様式第２４号（第２３条関係） 略 

 

様式第２５号（第２３条関係） 略 

 

様式第２６号（第２５条関係） 略 

 

 

附 則 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

市営住宅入居決定通知書 

第     号   

年  月  日   

          様 

総社市長          印   

      年  月  日付けで申込みの市営住宅の入居については，総社市営住宅管

理条例第７条第２項の規定により次のとおり決定したので通知します。 

記 

１ 住宅の所在地   

２ 住 宅 名   総社市営住宅      住宅     号 

３ 家 賃   月額         円 

４ 敷 金              円 

５ 入 居 可 能 日        年   月   日 

６ 
入居することが

できる者 

  市営住宅入居申込書に記載の者    人 

 

条件（１）公営住宅法，公営住宅法施行令，総社市営住宅管理条例及び総社市営住宅管理

        条例施行規則の規定並びにこれらに基づく指示を堅く守ること。 

（２）１０日以内に敷金を納付し，請書を提出すること。 

（３）（２）の手続を経た場合において，上記入居可能日から入居できるものとし，同

         日から１５日以内に入居しなければならない。 

（４）入居期限内に入居しないときは，この決定を取り消すものとする。ただし，あ

らかじめ入居期限内に入居できない旨を申し出て，市長の承認を受けたときは，

この限りでない。 



様式第２号（第１１条関係） 

 

年  月  日  

 

 

 

           様                 総社市長          印 

 

 

 

 

収 入 認 定 通 知 書 

 

 

 

 

 総社市営住宅管理条例第１４条第３項の規定により，世帯の収入について次のとおり認定し，これに基づき，

同条例第１３条第１項の規定により家賃の決定をしますから通知します。 

 

 

 

住 宅 名 

  

 

合計所得金額 合計控除金額 控除後の所得 認定月額   

円  円  円  円  

入居者 区分 続柄 所得金額   

         

 家賃 円 

         近傍同種

家賃 

円 

         負担調整

減額 

円 

        

 減免額 円 

          

        

        

        

 

月額家賃 円 

 

１．この収入の認定又は家賃の額の決定について意見があるときは，この通知の日から１月以内に理由を提示

して市長に意見を述べることができます。 

２．この家賃通知書は，家賃等の証明に代わるものですから，   年 月まで大切に保管してください。 



様式第３号（第１８条関係） 

 

 年  月  日  

 

 

 

           様                 総社市長          印 

 

 

 

 

収 入 超 過 者 認 定 通 知 書 

 

 

 

 

 総社市営住宅管理条例第１４条第３項及び第２７条第１項の規定により，世帯の収入について次のとおり認定

し，あなたを収入超過者として認定します。 

 また，これに基づき同条例第１３条第１項の規定により家賃の決定をしますから通知します。 

 なお，同条例第２８条に，収入超過者は，市営住宅を明け渡すように努めなければならないと規定されている

ことを申し添えます。 

 

住 宅 名 

  

 

合計所得金額 合計控除金額 控除後の所得 認定月額   

円  円  円  円  

入居者 区分 続柄 所得金額   

         

 家賃 円 

         近傍同種

家賃 

円 

         設定され

た率 

  

         収入超過

者家賃 

円 

         負担調整

減額 

円 

        

 減免額 円 

          

        

 

月額家賃 円 

 

１．この収入の認定又は家賃の額の決定について意見があるときは，この通知の日から１月以内に理由を提示

して市長に意見を述べることができます。 

 

２．この家賃通知書は，家賃等の証明に代わるものですから，   年 月まで大切に保管してください。 



様式第４号（第１８条関係） 

 

年  月  日  

 

 

 

           様                 総社市長          印 

 

 

 

 

高 額 所 得 者 認 定 通 知 書 

 

 

 

 

 総社市営住宅管理条例第１４条第３項及び第２７条第２項の規定により，あなたを高額所得者として認定しま

す。 

 また，認定した収入に基づき，あなたの毎月の家賃は次のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 なお，同条例第３０条に，高額所得者に市営住宅の明渡請求をすると規定されていることを申し添えます。 

 

住 宅 名 

  

 

合計所得金額 合計控除金額 控除後の所得 認定月額   

円  円  円  円  

入居者 区分 続柄 所得金額   

         

 家賃 円 

         近傍同種

家賃 

円 

         負担調整

減額 

円 

        

 減免額 円 

          

        

        

        

 

月額家賃 円 

 

１．この収入の認定又は家賃の額の決定について意見があるときは，この通知の日から１月以内に理由を提示

して市長に意見を述べることができます。 

 

２．この家賃通知書は，家賃等の証明に代わるものですから，   年 月まで大切に保管してください。 



様式第５号（第２５条関係） 

(表) 

 第    号 

       所 属 

       職氏名 

市 営 住 宅 立 入 検 査 証 

交付年月日    年  月  日   

有 効 期 限    年  月  日   

  総社市長    印 

(裏) 

 総社市営住宅管理条例抜すい 

  (立入検査) 

 第４９条 市長は，市営住宅の管理上必要があると認めるときは，住宅監理員若しくは

市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ，又は入居者若しくは第４１条の規定によ

り市営住宅を使用する社会福祉法人等（次項において「入居者等」という。）に対し

て適当な指示をさせることができる。 

 ２ 前項の検査において，現に使用している市営住宅に立ち入るときは，あらかじめ，

当該市営住宅の入居者等及び社会福祉事業等において市営住宅を現に使用している

者の承諾を得なければならない。 

 ３ 第１項の規定により検査に当たる者は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人の

請求があったときは，これを提示しなければならない。 

 


